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           工   事   概   要 

工 事 名 東住吉小学校校舎増築その他工事 

本工事は、児童の増加に伴う校舎等の狭隘化の解消のため、学校敷地の

有効活用に配慮し、わくわくプラザ室及びプールが一体となった校舎を増

築するものである。 

１ 構造・規模 

 ⑴ 鉄筋コンクリート造 ３階建 

⑵ 敷地面積      ２０,３９４．２０㎡ 

⑶ 建築面積      ８５７．２８㎡ 

⑷ 延べ面積      １,８２４．０７㎡ 

⑸ 建物の高さ     １３．８１ｍ 

２ 主要室名 

⑴ １階 普通教室（４）、わくわくプラザ室、配膳室 

  ⑵ ２階 普通教室（４）、多目的教室、ワークスペース、 

配膳室、教材室 

⑶ ３階 プール、男子更衣室、女子更衣室 

議案第１７０号 

 

   都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の変更について 

 

 都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約（平成２９年６月２

２日議決、平成３０年３月２７日市長の専決処分にて契約金額変更）の一部を

次のように変更する契約を締結する。 

 

令和元年１１月２５日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

４の契約金額「２２，２５２，９１４，０００円」を「２５，０５３，７１

２，０００円」に変更する。  
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１ 都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の締結について

（平成２９年６月５日提出・平成２９年６月２２日議決） 

１ 工 事 名   都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 

２ 工 事 場 所   川崎市川崎区殿町３丁目、東京都大田区羽田空港 

２丁目地内 

３ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

４ 契 約 金 額   ２１，７１８，８００，０００円 

５ 完 成 期 限   平成３３年３月３１日 

６ 契約の相手方   横浜市中区山下町２３番地 

            五洋・日立造船・不動テトラ・横河・本間・高田 

共同企業体 

             代表者  五洋建設株式会社 

                  代表取締役社長 清水 琢三 

             構成員   株式会社 不動テトラ 

                  代表取締役社長 竹原 有二 

             構成員  日立造船株式会社 

取締役社長 谷所 敬 

構成員   株式会社 横河ブリッジ 

取締役社長 名取 暢 

構成員  高田機工株式会社 

代表取締役 寳角 正明 

構成員  株式会社 本間組 

     取締役社長 本間 達郎 
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２ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について（平

成３０年３月２７日専決処分、平成３０年６月４日提出） 

市長の専決事項の指定第４項による専決処分 

 変更前金額  ２１，７１８，８００，０００円  

変更後金額  ２２，２５２，９１４，０００円 

 

３ 変更理由 

  構造検討や詳細設計の深度化に伴い鋼橋上部工などの仕様及び数量等に

変更が生じたこと、関係機関との協議に伴い接続道路における追加施工等

が生じたこと、更には今後の台風等の影響を考慮し、河川内の浚渫工を増

工するなどにより、契約金額の変更を行うものである。 

  




